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平成 30年度 中国四国医師会連合
医 療 保 険 分 科 会

　平成 30年度の診療報酬改定を受けて、その評

価について中国四国ブロックの意見取りまとめを

目的とした分科会が開催された。提出された協議

題は全部で 118 項目あり、意見交換を行った後

に、後日、開催される予定である日本医師会の社

会保険診療報酬検討委員会への提出項目のまとめ

を行った。なお、昨年度の同分科会において、今

改定に向けた要望項目を中国四国ブロックから

10 項目提出していたが、参考としてその反映結

果を以下一覧のとおり掲載する。

　また、各項目の協議とは別に、今改定で新設

された「夜間看護体制特定日減算」の地域医療へ

の悪影響について意見交換を行ったところである

が、これについては徳島県医師会（幹事県）が文

書にまとめ、日医へ意見提出することとなった。

　他に、社会問題化してきている偽装在留外国人

の公的医療保険制度の利用についても、厚生労働

省保険局国民健康保険課長通知「在留外国人の国

民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の

試行的運用について」（平成 29 年 12 月 27 日）

を基に情報提供、意見交換が行われた。

（平成 30年度）診療報酬改定に対する要望項目

と　き　平成 30年 5月 13 日（日）

ところ　ホテルグランヴィア岡山
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